
　小規模事業者の販路開拓や、それに伴う業務効率化に取り組むための経費を一部支援する制度です。

　必要書類や申請方法などの詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

対象事業者　市内に主たる事業所があり、市税などの滞
納がない小規模事業者

対象経費
・一般枠（補助率1/2）
　販路開拓経費とそれに伴う業務効率化の経費
・コロナ特別枠（補助率3/4）
　販路開拓などとあわせて行うコロナ禍に対応した新た
なビジネスモデルなどの経費
※単なる感染症予防の経費は対象外です

応募方法　11月30日㈪(㈯㈰㈷を除く）までに、
必要書類を下記まで提出する。市ホーム
ページまたは商工港湾課に設置した応募
要領を必ずお読みください。

選考方法　審査のうえ選考します。

□問　商工港湾課商工係☎364-1124

□問　商工港湾課商工係☎364-1124

参加対象
市内に店舗がある小規模店。
小売店については店舗面積が300平方㍍以下であること
受付期間　11月2日～16日(以後、随時)
受付会場　・塩釜市商業協同組合(海岸通14-6)
　　　　　・塩釜商工会議所(港町1-6-20)

申込方法　通帳の写し（口座番号、 口座名義人）と所
定の申請用紙（受付会場で配布又は塩釜
商工会議所ホームページからダウンロ
ード）に必要事項を記入の上、 受付会場
に持参してください。

□問　塩釜商業協同組合☎367-9651、塩釜商工会議所☎367-5111

■飲食店感染症対策備品等購入支援事業
　飲食店を営む小規模事業者が感染症対策備品(パー
テーション、空気清浄機、非接触型体温計など)を購
入した場合、上限額5万円まで助成します。

■飲食店事業継続緊急支援金支給事業
　飲食店を営む中小企業者等に緊急支援金5万円
を支給します。

　新型コロナウイルスに関連する金融機関の窓口の照会や、取引に関しての問い合わせ、相談を電話やファ
ックスにより受け付けます。

市ホームページ「経営相談窓口一覧」▲

☎0120-917-993　FAX022-261-1796

新型コロナウイルスに関する東北財務局相談ダイヤル

( 平日 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00)　　( 連絡が取れる電話番号を明記してください )

事業者向け相談窓口を
一覧にしています
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